
福
祉

ふ
れ
あ
い
看
護
体
験

日
程
変
更

　

広
報
た
る
み
ず
６
月
号
掲
載
の
「
ふ

れ
あ
い
看
護
体
験
」
の
日
程
が
変
更

と
な
り
ま
し
た
。

　

変
更
前
：
開
催　

８
月
１
日
（
火
）

　

変
更
後
：
開
催　

８
月
８
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
垂
水
中
央
病
院

総
務
課
☎
32

－

５
２
１
１

結
核
検
診

■
対
象
　
65
歳
以
上
の
方

■
検
診
料
　
無
料

■
開
催
　
７
月
18
日（
火
）～
26
日（
水
）

※
６
月
に
市
で
行
っ
た
肺
が
ん
検
診

を
受
診
し
た
方
は
、
受
診
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※
病
院
や
職
場
検
診
で
結
核
検
診
（
レ

ン
ト
ゲ
ン
検
査
）
を
行
っ
た
方
は
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
当
日
は
検
診
車
で
巡
回
し
ま
す
。

※
２
週
間
以
上
、
咳
が
続
く
時
は
、

検
査
や
診
察
を
う
け
ま
し
ょ
う
。

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
健
康
増

進
係
☎
32

－

１
１
１
６

臨
時
福
祉
給
付
金

（
経
済
対
策
分
）
の

申
請
期
間
延
長

　

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
期
間
が

延
長
と
な
り
ま
し
た
。

■
受
付
期
限
　
10
月
17
日
（
火
）

※
郵
送
の
場
合
、
同
日
消
印
有
効

■
時
間
（
土
・
日
、
祝
日
は
除
く
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

■
場
所
　
福
祉
課
、
新
城
・
牛
根
支
所

■
支
給
額
　
１
万
５
千
円

■
対
象

　

平
成
28
年
度
分
の
住
民
税
（
均
等

割
）
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
方

※
住
民
税
（
均
等
割
）
が
課
税
さ
れ

て
い
る
方
の
税
法
上
の
扶
養
親
族
で

あ
る
方
、
生
活
保
護
受
給
者
は
除
き

ま
す
。

■
申
請
書
類

①
印
鑑
・
通
帳

②
公
的
身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
等
）

■
振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

市
や
厚
生
労
働
省
が
、「
給
付
金
」

を
支
給
す
る
た
め
に
、
手
数
料
な
ど

の
振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と
や
、
Ａ

Ｔ
Ｍ
の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
福
祉
課
地
域
福

祉
係
☎
内
線
１
２
５

歯
科
検
診

■
期
間

　

７
月
１
日
（
土
）
～
10
月
31
日
（
火
）

①
歯
周
病
検
診

■
対
象

　

40
歳
・
50
歳
、・
60
歳
・
70
歳
（
平

成
29
年
４
月
２
日
～
平
成
30
年
４
月

１
日
現
在
）

※
保
険
証
と
案
内
ハ
ガ
キ
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

②
５
歳
児
歯
科
健
康
診
査

■
対
象

　

５
歳
児
（
平
成
24
年
４
月
２
日
～

平
成
25
年
４
月
１
日
生
）

※
保
険
証
・
案
内
ハ
ガ
キ
・
母
子
健

康
手
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
対
象
者
へ
は
ハ
ガ
キ
で
案
内

※
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
健
康
増

進
係
☎
32

－

１
１
１
６

委託医療機関 連絡先
いのうえ歯科医院 32-6977

川畑歯科医院 32-7788

しげやま歯科 32-0006

ろくた歯科医院 32-6464

なぎさ歯科医院 31-3118

竹下歯科医院 32-6616

きょうわ歯科 32-9630

▼委託歯科医療機関一覧表

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

基
準
が
変
わ
り
ま
す

　　

高
齢
化
が
進
み
介
護
費
用
や
保
険

料
が
増
大
す
る
中
、
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
る
方
と
利
用
し
て
い
な
い

方
と
の
公
平
や
、
負
担
能
力
に
応
じ

た
負
担
を
お
願
い
す
る
観
点
か
ら
、

世
帯
の
ど
な
た
か
が
市
区
町
村
民
税

を
課
税
さ
れ
て
い
る
場
合
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
す
る
時
の
月
々
の
負
担

の
上
限
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

■
改
正
時
期
　
平
成
29
年
８
月

■
負
担
上
限
　

　

改
正
前
：
月
額
３
万
７
千
２
百
円

　

改
正
後
：
月
額
４
万
４
千
４
百
円

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
長
期
に
利
用
し

て
い
る
方
に
配
慮
し
、
同
じ
世
帯
の

全
て
の
65
歳
以
上
の
方
の
利
用
者
負

担
割
合
が
１
割
の
世
帯
は
、
年
間

44
万
６
４
０
０ 

円
の
上
限
が
設
け
ら

れ
、
年
間
を
通
し
て
の
負
担
額
が
増

え
な
い
よ
う
に
さ
れ
ま
す
。（
３
年
間

の
時
限
措
置
）

■
対
象

　

世
帯
の
ど
な
た
か
が
市
区
町
村
民

税
を
課
税
さ
れ
て
い
る
方

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
保
健
課
介
護
保

険
係
☎
内
線
１
２
３

肝
属
地
区
環
境

ふ
れ
あ
い
館
中
期
講
座

■
申
込
期
間

　

８
月
の
講
座
：
７
月
30
日
（
日
）

　

９
月
の
講
座
：
８
月
31
日
（
木
）

　

10
月
の
講
座
：
９
月
30
日
（
土
）

　

11
月
の
講
座
：
10
月
31
日
（
火
）

■
受
講
料
　
無
料
（
材
料
費
を
除
く
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
肝
属
地
区
環
境

ふ
れ
あ
い
館
☎
62

－

８
１
０
１
・

Ｆ
Ａ
Ｘ
62

－

８
１
０
２

ま
さ
か
り
海
水
浴
場

シ
ー
ズ
ン
到
来

　

風
光
明
媚
な
遠
浅
の
ま
さ
か
り
海

水
浴
場
。
波
静
か
な
美
し
い
錦
江
湾

で
桜
島
と
薩
摩
半
島
を
望
み
な
が
ら
、

夏
の
思
い
出
を
つ
く
り
ま
せ
ん
か
。

■
開
設
　

　

７
月
14
日
（
金
）
～
８
月
20
日
（
日
）

■
時
間
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

■
場
所
　
垂
水
市
新
城
（
国
道
２
２
０

　

号
線
沿
い
鹿
屋
市
と
の
境
界
付
近
）

■
施
設
概
要

①
駐
車
場　

20
～
30
台
（
無
料
）

②
ト
イ
レ　

期
間
中
の
み
設
置

※
シ
ャ
ワ
ー
施
設
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

隣
接
し
て
い
る
テ
イ
エ
ム
牧
場
温
泉

（
有
料
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
水
産
商
工
観
光

課
☎
内
線
２
４
９

各
種
保
険
証
の
更
新

　

保
険
証
等
更
新
の
た
め
、
新
し
い

保
険
証
を
現
住
所
へ
郵
送
し
ま
す
。

■
発
送
予
定
日

①
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

　

７
月
19
日
（
水
）
～
26
日
（
水
）

②
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼

　

高
齢
受
給
者
証

　

７
月
19
日
（
水
）
～
26
日
（
水
）

③
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

　

７
月
12
日
（
水
）
～
19
日
（
水
）

※
他
住
所
へ
郵
送
・
簡
易
書
留
を
希

　

望
の
方
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
国
保
係

☎
内
線
１
４
０
・
１
６
０
・
１
６
１

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度

■
法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
と
は

　

法
務
局
で
は
、「
法
定
相
続
情
報
証

明
制
度
」を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

相
続
手
続
で
必
要
な
戸
籍
謄
本
等
の

書
類
を
、
登
記
官
が
証
明
す
る
こ
と

で
、
相
続
手
続
の
負
担
軽
減
を
図
る

も
の
で
す
。
詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
鹿
児
島
地
方
法

務
局
鹿
屋
支
局
☎
43

－

６
７
９
０

国
民
年
金
保
険
料

減
免
申
請
７
月
よ
り
開
始

　
「
所
得
の
減
少
」、「
失
業
」
な
ど
の

理
由
に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
免
除

制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

単
身
世
帯
（
扶
養
親
族
な
し
）

　

平
成
28
年
度
の
所
得

　

①
57
万
円
以
下
：
全
額
免
除

　

②
78
万
円
以
下
：
４
分
の
３
免
除

　

③
１
１
８
万
円
以
下
：
半
額
免
除

　

④
１
５
８
万
円
以
下
：
４
分
の
１
免
除

■
受
付
開
始　

７
月
３
日
（
月
）
～

■
免
除
期
間

　

平
成
29
年
７
月
分
～

　

平
成
30
年
６
月
分
ま
で
の
１
年
間

※
過
去
の
未
納
期
間
に
つ
い
て
は
、

　

２
年
１
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ

　

て
申
請
が
で
き
ま
す
。

■
必
要
書
類

①
印
鑑

②
失
業
さ
れ
た
方
は
離
職
票
又
は

　

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

※
そ
の
他
、
様
々
な
場
合
に
よ
り
基

準
額
が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
市
民
課
市
民
係

☎
内
線
１
６
３

日程 講座名 日程 講座名

8/5（土）
子ども向け裂き織り講座

9/26（火） 布ぞうり
自転車整備講座

8/11（金） 帽子マグネット作り 10/5（木）
着物リフォーム

8/19（土） 木工＆布ぞうり 10/19（木）

8/20（日） たまねぎの皮染め 10/14（土） 自転車整備講座

9/6（水） 廃食油石けん作り 10/18（水） 布ぞうり

9/17（日） 木工講座～ベンチ作り 11/19（日） 自転車整備講座

9/24（日） 自転車整備講座 11/30（木） 布ぞうり
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